
船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年３月１２日 １６時０６分ごろ 

発生場所 山口県萩
はぎ

市見
み

島
しま

北方沖 

 見島北灯台から真方位００３°５６.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°４４.８′ 東経１３１°１１.６′） 

事故の概要 漁船重
じゅう

宝
ほう

丸は、揚網作業中、また、漁船Tae
テ

-Kwang
グ ワ ン

は、西進中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年３月１８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 重宝丸、９５トン 

   ＴＴ２－１８０７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 Tae-Kwang（大韓民国籍）、２０トン 

  不詳、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ（大韓民国籍）、不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷、船尾ローラに破損 

Ｂ 船首部及び球状船首に破口を伴う凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか９人が乗り組み、沖合底引き網漁の目的で、境港

を出港した。 

Ａ船は、船首を西北西に向けて揚網作業を行い、網に引かれて東南

東方に約３ノットの対地速力で後進中、船長Ａが、３Ｍレンジとして

いたレーダーで、船尾方約３Ｍのところに航行中のＢ船を認めた。 

船長Ａは、揚網作業中のＡ船は避航することができず、また、ふだ

んは作業中のＡ船を他船が避けてくれるので、Ｂ船に避けてもらおう

と、揚網作業を中断してＡ船を漂泊させ、操舵室内のモニターで船内

作業の様子を見ていたところ、右舷側の網揚げウインチ操作室にいた

甲板員から船尾方にＢ船が見えるとの報告を受け、右舷船尾方約５０

０ｍのところにＢ船を目視で認めた。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船を避けて航行するように見え、Ｂ船が避けて

くれると思い、漂泊を続け、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝

突した。 

船長Ａは、Ｂ船の接近に気が動転し、汽笛を吹鳴するなどの注意喚

起を行うことを失念していた。 



船長Ａは、衝突後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、漁ろう中であることを示す法定の鼓形形象物を表示してい

なかった。 

Ｂ船は、西進中、Ａ船と衝突したが、航行を続けた。 

分析 Ａ船は、揚網作業中、船長Ａが、Ｂ船が自船を避けてくれると思

い、漂泊を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、西進中、Ａ船に向かって航行を続けたことから、Ａ船と衝

突したものと考えられるが、Ｂ船の関係者から情報を得ることができ

なかったため、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、Ａ船が揚網作業中、Ｂ船が西進中、船長Ａが、Ｂ船がＡ

船を避けてくれると思い、漂泊を続け、また、Ｂ船がＡ船に向かって

航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁労中の船長は、他船に自船を避けてもらえるよう、余裕のある

時機に汽笛を吹鳴するなどの注意喚起を行うこと。 

 ・船長は、漁ろうを行う際、法定の形象物を表示すること。 

 


